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4 月 1 日から女性活躍推進法が施行されました 

同法に基づく県内初の認定企業として 

福井県民生活協同組合、小林化工株式会社を認定！ 
～4 月１８日(月)、福井労働局で認定通知書交付式を行います～ 

 

福井労働局(局長 早木武夫)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下

「女性活躍推進法」)に基づく認定企業として福井市の福井県民生活協同組合(理事長 竹生

正人)及びあわら市の小林化工株式会社（代表取締役 小林広幸）を認定しました。 

 

1 認定通知書交付式      当日の取材をお願いします 

 

 

２ 女性活躍推進法、認定制度とは ？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

福 井 労 働 局 発 表 

平成 28 年 4 月 12 日    

 

厚生労働省 

福井労働局 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」は、女性が職業生活にお

いて、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、10 年間の時限立法

として制定されました。 

 これにより、平成２８年４月１日から、労働者３０１人以上の企業は、女性の活躍推進に向けた

行動計画の策定などが義務づけられました（労働者 300 人以下の企業は努力義務）別添３参照。 

女性活躍推進法では、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業を厚生労働大臣が

認定する制度を設けています。認定を受けた企業は、認定マークを商品などに表示することが出来

ます。認定は実績に応じて 3 段階あります。別添４参照 

福井県民生活協同組合、小林化工株式会社は、福井県内で初の認定企業で「第 3段階」での

認定です。別添１，２参照 

福井労働局雇用環境・均等室 

室 長 野添 雅恵 

監 理 官 高柳 純子 

補  佐 上野 郁 

電話 (0776)22-3947 

 

 

担 

 

当 

日時：平成 28年 4月 18日（月） 10:00 ～ 11:00 

場所：福井労働局 労働局会議室 

（福井市春山 1丁目 1-54 福井春山合同庁舎 14階） 

認定マーク「愛称：えるぼし」 

   

第 1 段階        第 2 段階        第 3 段階 



女性活躍推進法に基づく認定制度 

 ○ 女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は､都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受

けることができます。 
    
  ○ 認定を受けた企業は､厚生労働大臣が定める認定マーク（愛称：えるぼし）を商品などに付すことができます。  

認定マークと認定の段階 

 
●次ページの５つの基準のうち１つ又は２つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続してその実績  

 が改善していること 

●上記の実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 

 

●次ページに掲げる５つの基準のうち３つ又は４つの基準を満たしていること 

●満たさない基準については、当該基準に関連する取組を実施し、２年以上連続してその実績

が改善していること 

●その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 

 
 

●次ページに掲げる５つの基準の全てを満たしていること 

●その実績を厚生労働省のウェブサイトに毎年公表していること 

 
 

１段階目 

２段階目 

３段階目 

「Ｌ」には、Ｌady(女性)、Labour(働く、取組む)、Laudable(賞賛に値する)等様々な意味があります。 
「円」は企業や社会、「Ｌ」はエレガントに力強く活躍する女性をイメージしています。 



女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る主な基準 

評価項目 基 準 値 （実績値） 

１ 採用 
男女別の採用における競争倍率（応募者数／採用者数）が同程度（※）であること 

（※）直近３事業年度の平均した「採用における女性の競争倍率」×0.8が、直近３事業年度の平均した「採用に    

   おける男性の同値」よりも雇用管理区分ごとにそれぞれ低いこと） 

２ 継続就業 

①「女性労働者の平均継続勤務年数÷男性労働者の平均継続勤務年数」が雇用管理区分ごとに  

 それぞれ７割以上であること 

 又は 

②「9～11事業年度前に採用された女性労働者のうち継続して雇用されている者の割合」÷  

 「男性労働者の同割合」が雇用管理区分ごとにそれぞれ８割以上であること 

３ 労働時間等の働き方 
雇用管理区分ごとの労働者の法定時間外労働及び法定休日労働時間の合計時間数の平均が、 
直近の事業年度の各月ごとに全て45時間未満であること 

４ 管理職比率 

①管理職に占める女性労働者の割合が別に定める産業ごとの平均値以上であること  

 又は 

②直近３事業年度の平均した「課長級より１つ下位の職階にある女性労働者のうち課長級に  

 昇進した女性労働者の割合」÷直近３事業年度の平均した「男性労働者の同割合」が８割 

 以上であること 

５ 多様なキャリアコース 

直近の３事業年度に､以下について大企業については２項目以上、中小企業については１項目

以上の実績を有すること（非正社員がいる場合は必ずAを含むこと） 

 A 女性の非正社員から正社員への転換 

 B 女性労働者のキャリアアップに資する雇用管理区分間の転換 

 C 過去に在籍した女性の正社員としての再雇用 

 D おおむね30歳以上の女性の正社員としての採用 


